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船舶事故調査報告書 

 

                              平成３０年４月４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年１１月１２日 ０９時４５分ごろ 

発生場所 熊本県上天草市湯
ゆ

島南東方沖 

 鳩
はと

之
の

釜
かま

港三号防波堤南灯台から真方位２７４°２.４海里（Ｍ）付

近 

 （概位 北緯３２°３５.０′ 東経１３０°２１.４′） 

事故の概要  プレジャーボートリバティーⅡは、東南東進中、また、プレジャー

ボートひな丸は、北東進中、両船が衝突した。 

 ひな丸は、同乗者１人が負傷し、左舷外板の亀裂等を生じ、また、

リバティーⅡは、船首部船底外板の擦過傷等を生じた。 

事故調査の経過  平成２９年１１月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（長

崎事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

  

 

Ａ プレジャーボート リバティーⅡ、５トン未満 

   ２９３－１８３８０熊本、個人所有 

   ７.１１ｍ（Lr）×２.４３ｍ×１.３１ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、１１０.３０kＷ、昭和６１年５月 

Ｂ プレジャーボート ひな丸、１.１トン 

   ２９３－４０５５５熊本、個人所有 

   ５.８０ｍ（Lr）×２.０１ｍ×０.９３ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、２９.４０kＷ、平成２７年８月１８日（第１回

定期検査） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６３歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成２６年１０月３１日 

    免許証交付日 平成２６年１０月３１日 

           （平成３１年１０月３０日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６２歳 

   二級小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成２７年６月２６日 

    免許証交付日 平成２７年６月２６日 

           （平成３２年６月２５日まで有効） 
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  同乗者Ｂ１ 男性 ５５歳 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 重傷 １人（同乗者Ｂ１） 

 損傷 Ａ 船首部船底外板に擦過傷、ドライブユニットに擦過傷、推進器翼

に欠損及び曲損等 

Ｂ 左舷外板に亀裂、操舵スタンドが脱落、右舷船首部ブルワークト

ップに擦過傷等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ、潮汐 低潮時 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、知人２人を乗せ、湯島南西方沖

で流し釣りを行ったものの、北東の風が強く釣果が得られなかったの

で、平成２９年１１月１２日０９時４０分ごろ上天草市野
の

釜
かま

島南西方

沖の釣り場に移動することとした。 

 船長Ａは、発進する際、目視で周囲を確認し、野釜島南西方沖の釣

り場までの経路上及び野釜島南西岸沿いに複数の釣り船を認め、これ

らの釣り船を避けるように針路を定めた。 

 Ａ船は、船長Ａが、キャビン内の操縦席の前に立ち、知人２人を後

部甲板に乗せ、約１７.０ノット（kn）の速力（対地速力、以下同

じ。）で手動操舵により東南東進した。 

 Ａ船は、船長Ａが、野釜島南西岸沿いの複数の釣り船の動向と船首

付近の漂流物の有無に注意しながら操船していたところ、０９時４５

分ごろ、衝撃を感じるとともに船首方に人影を認めたので機関を中立

運転とした。 

 Ａ船は、船長Ａが、後方を確認したところ、Ｂ船上の３人が落水し

た１人をＢ船に引き揚げている状況を認めてＢ船と衝突したことに気

付き、Ｂ船まで戻って接舷した。 

 Ａ船は、船長ＡがＢ船の乗船者全員を移乗させ、Ｂ船のえい
．．

航を開

始し、途中、来援した巡視艇に負傷した同乗者Ｂ１を引き渡し、その

後、来援した巡視船に先導されて鳩之釜漁港に入港した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者Ｂ１及び船長の親族２人

（以下「同乗者Ｂ２」及び「同乗者Ｂ３」という。）を乗せ、湯島南東

方沖で北東の風に流されながら流し釣りを行ったのち、１２日０９時

４０分ごろ潮上りすることとした。 

 船長Ｂは、発進する際、目視で周囲を確認し、自船に向けて航行す

る他船を認めなかった。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、操舵スタンドの後方に立ち、同乗者Ｂ１及び同

乗者Ｂ２を前部甲板に、同乗者Ｂ３を後部甲板にそれぞれ乗せ、約５

km/h（約２.７kn）の速力で手動操舵により北東進した。（図１参照） 

 

 



- 3 - 

 

 

 

 

図１ 乗船位置（Ｂ船） 

 Ｂ船は、船長Ｂが、潮上りする方向を見ながら操船していたとこ

ろ、Ａ船に気付いた同乗者Ｂ２から声を掛けられ、船尾方を見ると左

舷船尾方３０ｍ付近に針路を変えずに接近して来るＡ船を認めたの

で、右舵を取ったものの、その左舷後部とＡ船の船首部とが衝突し

た。 

 Ｂ船は、衝突によって同乗者Ｂ３を除く乗船者３人が右舷方から落

水したが、それぞれＢ船まで泳ぎ着いて船上に引き揚げられたのち、

同乗者Ｂ３が携帯電話で海上保安庁に本事故の発生を通報した。 

 Ｂ船は、左舷外板の亀裂部等からの浸水が進行したので、乗船者全

員がＡ船に移乗したのち、Ａ船にえい
．．

航された。 

 同乗者Ｂ１は、えい
．．

航途中、Ａ船から巡視艇に移乗して鳩之釜漁港

に運ばれ、その後、救急車で熊本県宇城市内の病院に搬送されたの

ち、精密検査のため熊本県熊本市内の病院に再搬送され、右肩甲骨骨

折、右腓
ひ

骨遠位骨幹部骨折、右多発肋骨骨折、右外傷性気胸及び左肋

骨骨折と診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船の状況、写真２ Ａ船

の損傷状況（船首部船底）、写真３ Ａ船の損傷状況（ドライブユ

ニット）、写真４ Ｂ船の状況、写真５ Ｂ船の損傷状況 参照） 

 その他の事項  Ａ船は、舵と推進器が一体となったドライブユニットを持つ船内外

機船で、同ユニットの傾斜角度を変えることによりトリム（船首と船

尾との喫水差）を調整できるようになっており、本事故当時、船長Ａ

は、船首死角が生じないようにトリム調整を行っていた。 

 船長Ａは、本事故発生海域に漂流物が多いので、ふだんから漂流物

の有無に注意しながら同海域を航行していた。 

 Ｂ船は、平甲板型の船外機船で、操舵スタンドが船体中央部船尾寄

りの位置に設けられていた。 

 同乗者Ｂ１は、船で釣りに出るのは初めてであり、本事故当時、周

囲の景色を眺めていたところ、左舷船尾方至近にＡ船を視認し、バリ

バリという音を聞いたのち、Ａ船がＢ船に乗り上がり、Ａ船の船首部

が目前に迫ってくるのを認めたが、気が付いたときには落水してい

た。 

 Ａ船及びＢ船は、レーダーを装備していなかった。 

 Ａ船及びＢ船の乗船者は、全員救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

船首 

❶ 
❶同乗者Ｂ１ 

❷同乗者Ｂ２ 

❸同乗者Ｂ３ 

❹船長Ｂ 

❷ ❸ 
❹ 
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 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、湯島南東方沖を東南東進中、船長Ａが、野釜島南西岸沿い

の複数の釣り船の動向及び船首付近の漂流物の有無に注意を向け、見

張りを適切に行っていなかったことから、Ｂ船に気付かずに航行し、

Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、湯島南東方沖を北東進中、船長Ｂが、潮上りする方向を見

ていて、見張りを適切に行っていなかったことから、Ａ船に気付くの

が遅れ、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、湯島南東方沖において、Ａ船が東南東進中、Ｂ船が北東

進中、船長Ａ及び船長Ｂが、共に見張りを適切に行っていなかったた

め、両船が衝突したものと考えられる。 

参考 

 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・釣り場に向けて航行する際は、目的の釣り場の方向だけではな

く、全周にわたって常時適切な見張りを行うこと。 

 ・乾舷が小さい船舶で釣りを行う場合は、他船からの認識が容易と

なるよう、目立つ色の旗をできる限り高い位置に掲げることが望

ましい。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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写真１ Ａ船の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ａ船の損傷状況（船首部船底） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ Ａ船の損傷状況（ドライブユニット） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドライブユニット 

擦過傷 

擦過傷 

船首側→ 
推進器翼の曲損及び欠損 
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写真４ Ｂ船の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真５ Ｂ船の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左舷外板の亀裂箇所 

脱落した操舵スタンド 

左舷外板の亀裂箇所 脱落した操舵スタンド 

右舷船首部ブルワーク
トップの擦過傷 


